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丹波篠山市手数料徴収条例新旧対照表 

現行 改正案 

（種類及び金額） （種類及び金額） 

第２条 手数料の種類及び金額は、次のとおりとする。 第２条 手数料の種類及び金額は、次のとおりとする。 

(1) 戸籍法（昭和２２年法律第２２４号）第１０条第１項、第１０

条の２第１項から第５項まで若しくは第１２６条の規定に基づ

く戸籍の謄本若しくは抄本又は同法第１２０条第１項若しくは

第１２６条の規定に基づく磁気ディスクをもって調製された戸

籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の

交付手数料 １通につき ４５０円 

(1) 戸籍法（昭和２２年法律第２２４号）第１０条第１項、第１０

条の２第１項から第５項まで若しくは第１２６条の規定に基づ

く戸籍の謄本若しくは抄本又は同法第１２０条第１項、第１２０

条の２第１項若しくは第１２６条の規定に基づく戸籍証明書の

交付手数料 １通につき ４５０円 

(2) （略） (2) （略）

(3) 戸籍法第１２０条の３第２項の規定に基づく戸籍電子証明書

提供用識別符号の発行（情報通信技術を活用した行政の推進等に

関する法律（平成１４年法律第１５１号）第７条第１項の規定に

より同法第６条第１項に規定する電子情報処理組織を使用する

方法（総務省令で定めるものに限る。以下この号において同じ。）

により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合（当該発

行に係る戸籍電子証明書の請求が同条第１項の規定により同項

に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場

合に限る。）における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符

号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸

籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄

本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該
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発行を除く。） 戸籍電子証明書提供用識別符号１件につき ４

００円 

(3) 戸籍法第１２条の２において準用する同法第１０条第１項若

しくは第１０条の２第１項から第５項までの規定若しくは同法

第１２６条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又

は同法第１２０条第１項若しくは第１２６条の規定に基づく磁

気ディスクをもって調製された除かれた戸籍に記録されている

事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付手数料 １通に

つき ７５０円 

(4) 戸籍法第１２条の２において準用する同法第１０条第１項若

しくは第１０条の２第１項から第５項までの規定若しくは同法

第１２６条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又

は同法第１２０条第１項、第１２０条の２第１項若しくは第１２

６条の規定に基づく除籍証明書の交付手数料 １通につき ７

５０円 

(4) （略） (5) （略）

(6) 戸籍法第１２０条の３第２項の規定に基づく除籍電子証明書

提供用識別符号の発行（情報通信技術を活用した行政の推進等に

関する法律第７条第１項の規定により同法第６条第１項に規定

する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提

供用識別符号の発行を行う場合（当該発行に係る除籍電子証明書

の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を

使用する方法により行われた場合に限る。）における当該発行及

び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書

の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と

同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除

籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。）除籍電子

証明書提供用識別符号１件につき ７００円 

(5) 戸籍法第４８条第１項（同法第１１７条において準用する場合

を含む。）の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書又は

(7) 戸籍法第４８条第１項（同法第１１７条において準用する場合

を含む。）の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書、同
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同法第４８条第２項（同法第１１７条において準用する場合を含

む。）若しくは第１２６条の規定に基づく届書その他市長の受理

した書類に記載した事項の証明書の交付手数料 １通につき 

３５０円（婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受

理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用

いる場合にあっては、１通につき１，４００円） 

法第４８条第２項（同法第１１７条において準用する場合を含

む。）若しくは第１２６条の規定に基づく届書その他市長の受理

した書類に記載した事項の証明書又は同法第１２０条の６第１

項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付手数料 １

通につき ３５０円（婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知

の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による

上質紙を用いる場合にあっては、１通につき１，４００円） 

(6) 戸籍法第４８条第２項（同法第１１７条において準用する場合

を含む。）の規定に基づく届書その他市長の受理した書類の閲覧

手数料 書類１件につき ３５０円 

(8) 戸籍法第４８条第２項（同法第１１７条において準用する場合

を含む。）の規定に基づく届書その他市長の受理した書類又は同

法第１２０条の６第１項の規定に基づく届出等情報の内容を表

示したものを閲覧に供する事務手数料 書類又は届書等情報の

内容を表示したもの１件につき ３５０円 

(7) （略） (9) （略）

(8) （略） (10) （略）

(9) （略） (11) （略）

(10) （略） (12) （略）

(11) （略） (13) （略）

(12) （略） (14) （略）

(13) （略） (15) （略）

(14) （略） (16) （略）

(15) （略） (17) （略）

(16) （略） (18) （略）

(17) （略） (19) （略）
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(18) （略） (20) （略）

(19) （略） (21) （略）

(20) （略） (22) （略）

(21) （略） (23) （略）

(22) （略） (24) （略）

(23) （略） (25) （略）

(24) （略） (26) （略）

(25) （略） (27) （略）

(26) （略） (28) （略）

(27) （略） (29) （略）

(28) （略） (30) （略）

(29) （略） (31) （略）

(30) （略） (32) （略）

(31) (18)～(30)以外の諸証明手数料 １枚につき ３００円 (33) (20)～(32)以外の諸証明手数料 １枚につき ３００円

(32) （略） (34) （略）

(33) （略） (35) （略）

(34) （略） (36) （略）

(35) （略） (37) （略）

(36) （略） (38) （略）

(37) （略） (39) （略）

(38) （略） (40) （略）

(39) （略） (41) （略）
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丹波篠山市介護保険条例新旧対照表 

現行 改正案 

（保険料率） （保険料率） 

第３条 令和３年度から令和５年度までの各年度における保険料率

は、次の各号に掲げる第１号被保険者の区分に応じそれぞれ当該

各号に定める額とする。 

第３条 令和６年度から令和８年度までの各年度における保険料率

は、次の各号に掲げる第１号被保険者の区分に応じそれぞれ当該

各号に定める額とする。 

(1) 介護保険法施行令（平成１０年政令第４１２号。以下「令」

という。）第３９条第１項第１号に掲げる者 ３８，２８０円 

(1) 介護保険法施行令（平成１０年政令第４１２号。以下「令」

という。）第３９条第１項第１号に掲げる者 ３４，９５０円 

(2) 令第３９条第１項第２号に掲げる者 ４７，８５０円 (2) 令第３９条第１項第２号に掲げる者 ５２，６１０円

(3) 令第３９条第１項第３号に掲げる者 ５７，４２０円 (3) 令第３９条第１項第３号に掲げる者 ５３，０００円

(4) 令第３９条第１項第４号に掲げる者 ６６，９９０円 (4) 令第３９条第１項第４号に掲げる者 ６７，２００円

(5) 令第３９条第１項第５号に掲げる者 ７６，５６０円 (5) 令第３９条第１項第５号に掲げる者 ７６，８００円

(6) 次のいずれかに該当する者 ８８，０５０円 (6) 次のいずれかに該当する者 ８８，３２０円

ア 地方税法（昭和２５年法律２２６号）第２９２条第１項第１

３号に規定する合計所得金額（以下「合計所得金額」とい

う。）（租税特別措置法（昭和３２年法律第２６号）第３３

条の４第１項若しくは第２項、第３４条第１項、第３４条の

２第１項、第３４条の３第１項、第３５条第１項、第３５条

の２第１項、第３５条の３第１項又は第３６条の規定の適用

がある場合には、当該合計所得金額から令第２２条の２第２

項に規定する特別控除額を控除して得た額とし、当該合計所

得金額が零を下回る場合には、零とする。以下同じ。）が１

ア 地方税法（昭和２５年法律２２６号）第２９２条第１項第１

３号に規定する合計所得金額（以下「合計所得金額」とい

う。）（租税特別措置法（昭和３２年法律第２６号）第３３

条の４第１項若しくは第２項、第３４条第１項、第３４条の

２第１項、第３４条の３第１項、第３５条第１項、第３５条

の２第１項、第３５条の３第１項又は第３６条の規定の適用

がある場合には、当該合計所得金額から令第２２条の２第２

項に規定する特別控除額を控除して得た額とし、当該合計所

得金額が零を下回る場合には、零とする。以下同じ。）が１
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２０万円未満である者であって、前各号のいずれにも該当し

ないもの 

２０万円未満である者であって、前各号のいずれにも該当し

ないもの 

イ 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第６条第２項に規

定する要保護者（以下「要保護者」という。）であって、そ

の者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適

用されたならば保護を必要としない状態となるもの（令第３

９条第１項第１号イ（(1)に係る部分を除く。）、次号イ、第

８号イ、第９号イ、第１０号イ又は第１１号イに該当する者

を除く。）

イ 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第６条第２項に規

定する要保護者（以下「要保護者」という。）であって、そ

の者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適

用されたならば保護を必要としない状態となるもの（令第３

９条第１項第１号イ（(1)に係る部分を除く。）、次号イ、第

８号イ、第９号イ、第１０号イ、第１１号イ、第１２号イ、

第１３号イ又は第１４号イに該当する者を除く。）

(7) 次のいずれかに該当する者 ９９，５３０円 (7) 次のいずれかに該当する者 ９９，８４０円

ア 合計所得金額が１２０万円以上２１０万円未満であって、前

各号のいずれにも該当しないもの

ア 合計所得金額が１２０万円以上２１０万円未満であって、前

各号のいずれにも該当しないもの

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの

号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状

態となるもの（令第３９条第１項第１号イ（(1)に係る部分を

除く。）、次号イ、第９号イ、第１０号イ又は第１１号イに

該当する者を除く。）

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの

号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状

態となるもの（令第３９条第１項第１号イ（(1)に係る部分を

除く。）、次号イ、第９号イ、第１０号イ、第１１号イ、第

１２号イ、第１３号イ又は第１４号イに該当する者を除

く。） 

(8) 次のいずれかに該当する者 １１１，０２０円 (8) 次のいずれかに該当する者 １１５，２００円

ア 合計所得金額が２１０万円以上３２０万円未満であって、前

各号のいずれにも該当しないもの

ア 合計所得金額が２１０万円以上３２０万円未満であって、前

各号のいずれにも該当しないもの

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの

号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの

号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状
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態となるもの（令第３９条第１項第１号イ（(1)に係る部分を

除く。）、次号イ、第１０号イ又は第１１号イに該当する者

を除く。） 

態となるもの（令第３９条第１項第１号イ（(1)に係る部分を

除く。）、次号イ、第１０号イ、第１１号イ、第１２号イ、

第１３号イ又は第１４号イに該当する者を除く。） 

(9) 次のいずれかに該当する者 １２２，５００円 (9) 次のいずれかに該当する者 １３０，５６０円

ア 合計所得金額が３２０万円以上４００万円未満であって、前

各号のいずれにも該当しないもの

ア 合計所得金額が３２０万円以上４２０万円未満であって、前

各号のいずれにも該当しないもの

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの

号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状

態となるもの（令第３９条第１項第１号イ（(1)に係る部分を

除く。）、次号イ又は第１１号イに該当する者を除く。）

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの

号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状

態となるもの（令第３９条第１項第１号イ（(1)に係る部分を

除く。）、次号イ、第１１号イ、第１２号イ、第１３号イ又

は第１４号イに該当する者を除く。）

(10) 次のいずれかに該当する者 １３３，９８０円 (10) 次のいずれかに該当する者 １４５，９２０円

ア 合計所得金額が４００万円以上６００万円未満であって、前

各号のいずれにも該当しないもの

ア 合計所得金額が４２０万円以上５２０万円未満であって、前

各号のいずれにも該当しないもの

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの

号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状

態となるもの（令第３９条第１項第１号イ（(1)に係る部分を

除く。）又は次号イに該当する者を除く。）

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの

号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状

態となるもの（令第３９条第１項第１号イ（(1)に係る部分を

除く。）、次号イ、第１２号イ、第１３号イ又は第１４号イ

に該当する者を除く。）

(11) 次のいずれかに該当する者 １４５，４７０円 (11) 次のいずれかに該当する者 １６１，２８０円

ア 合計所得金額が６００万円以上８００万円未満であって、前

各号のいずれにも該当しないもの

ア 合計所得金額が５２０万円以上６２０万円未満であって、前

各号のいずれにも該当しないもの

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの
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号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状

態となるもの（令第３９条第１項第１号イ（(1)に係る部分を

除く。）に該当する者を除く。） 

号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状

態となるもの（令第３９条第１項第１号イ（(1)に係る部分を

除く。）、次号イ、第１３号イ又は第１４号イに該当する者

を除く。） 

(12) 次のいずれかに該当する者 １７６，６４０円

ア 合計所得金額が６２０万円以上７２０万円未満であって、前

各号のいずれにも該当しないもの 

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの

号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状

態となるもの（令第３９条第１項第１号イ（(1)に係る部分を

除く。）、次号イ又は第１４号イに該当する者を除く。） 

(13) 次のいずれかに該当する者 １８４，３２０円

ア 合計所得金額が７２０万円以上８２０万円未満であって、前

各号のいずれにも該当しないもの 

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの

号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状

態となるもの（令第３９条第１項第１号イ（(1)に係る部分を

除く。）、次号イに該当する者を除く。） 

(14) 次のいずれかに該当する者 １９２，０００円

ア 合計所得金額が８２０万円以上１，０００万円未満であっ

て、前各号のいずれにも該当しないもの 

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの

号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状

態となるもの（令第３９条第１項第１号イ（(1)に係る部分を
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除く。）に該当する者を除く。） 

(12) 前各号のいずれにも該当しない者 １５６，９５０円 (15) 前各号のいずれにも該当しない者 １９９，６８０円 

２ 前項第１号に掲げる第１号被保険者についての保険料の減額賦

課に係る令和３年度から令和５年度までの各年度における保険料

率は、同号の規定にかかわらず、２２，９７０円とする。 

２ 前項第１号に掲げる第１号被保険者についての保険料の減額賦

課に係る令和６年度から令和８年度までの各年度における保険料

率は、同号の規定にかかわらず、２１，８９０円とする。 

３ 前項の規定は、第１項第２号に掲げる第１号被保険者について

の保険料の減額賦課に係る令和３年度から令和５年度までの各年

度における保険料率について準用する。この場合において、前項

中「２２，９７０円」とあるのは、「３８，２８０円」と読み替

えるものとする。 

３ 前項の規定は、第１項第２号に掲げる第１号被保険者について

の保険料の減額賦課に係る令和６年度から令和８年度までの各年

度における保険料率について準用する。この場合において、前項

中「２１，８９０円」とあるのは、「３７，２５０円」と読み替

えるものとする。 

４ 第２項の規定は、第１項第３号に掲げる第１号被保険者につい

ての保険料の減額賦課に係る令和３年度から令和５年度までの各

年度における保険料率について準用する。この場合において、第

２項中「２２，９７０円」とあるのは、「５３，６００円」と読

み替えるものとする。 

４ 第２項の規定は、第１項第３号に掲げる第１号被保険者につい

ての保険料の減額賦課に係る令和６年度から令和８年度までの各

年度における保険料率について準用する。この場合において、第

２項中「２１，８９０円」とあるのは、「５２，６１０円」と読

み替えるものとする。 
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丹波篠山市国民健康保険税条例新旧対照表 

現行 改正案 

（国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の所得割額） （国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の所得割額） 

第３条 前条第２項の所得割額は、賦課期日の属する年の前年の所得

に係る地方税法（昭和２５年法律第２２６号。以下「法」という。）

第３１４条の２第１項に規定する総所得金額及び山林所得金額の

合計額から同条第２項の規定による控除をした後の総所得金額及

び山林所得金額の合計額（以下「基礎控除後の総所得金額等」とい

う。）に１００分の７．３２を乗じて算定する。 

第３条 前条第２項の所得割額は、賦課期日の属する年の前年の所得

に係る地方税法（昭和２５年法律第２２６号。以下「法」という。）

第３１４条の２第１項に規定する総所得金額及び山林所得金額の

合計額から同条第２項の規定による控除をした後の総所得金額及

び山林所得金額の合計額（以下「基礎控除後の総所得金額等」とい

う。）に１００分の７．０８を乗じて算定する。 

２ （略） ２ （略） 

（国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額） （国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額） 

第４条 第２条第２項の被保険者均等割額は、被保険者１人につい

て、２６，３４０円とする。 

第４条 第２条第２項の被保険者均等割額は、被保険者１人につい

て、２７，６００円とする。 

（国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の世帯別平等割額） （国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の世帯別平等割額） 

第５条 第２条第２項の世帯別平等割額は、次の各号に掲げる世帯の

区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 

第５条 第２条第２項の世帯別平等割額は、次の各号に掲げる世帯の

区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 

(1) 特定世帯（特定同一世帯所属者（国民健康保険法第６条第８号

の規定により被保険者の資格を喪失した者であって、当該資格を

喪失した日の前日以後継続して同一の世帯に属するものをいう。

以下同じ。）と同一の世帯に属する被保険者が属する世帯であっ

て同日の属する月（以下この号において「特定月」という。）以

後５年を経過する月までの間にあるもの（当該世帯に他の被保険

(1) 特定世帯（特定同一世帯所属者（国民健康保険法第６条第８号

の規定により被保険者の資格を喪失した者であって、当該資格を

喪失した日の前日以後継続して同一の世帯に属するものをいう。

以下同じ。）と同一の世帯に属する被保険者が属する世帯であっ

て同日の属する月（以下この号において「特定月」という。）以

後５年を経過する月までの間にあるもの（当該世帯に他の被保険
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者がいない場合に限る。）をいう。次号、第７条の２及び第２２

条第１項において同じ。）及び特定継続世帯（特定同一世帯所属

者と同一の世帯に属する被保険者が属する世帯であって特定月

以後５年を経過する月の翌月から特定月以後８年を経過する月

までの間にあるもの（当該世帯に他の被保険者がいない場合に限

る。）をいう。第３号、第７条の２及び第２２条第１項において

同じ。）以外の世帯 １８，６４０円 

者がいない場合に限る。）をいう。次号、第７条の２及び第２２

条第１項において同じ。）及び特定継続世帯（特定同一世帯所属

者と同一の世帯に属する被保険者が属する世帯であって特定月

以後５年を経過する月の翌月から特定月以後８年を経過する月

までの間にあるもの（当該世帯に他の被保険者がいない場合に限

る。）をいう。第３号、第７条の２及び第２２条第１項において

同じ。）以外の世帯 １９，５６０円 

(2) 特定世帯 ９，３２０円 (2) 特定世帯 ９，７８０円

(3) 特定継続世帯 １３，９８０円 (3) 特定継続世帯 １４，６７０円

（国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被

保険者均等割額） 

（国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被

保険者均等割額） 

第７条 第２条第３項の被保険者均等割額は、被保険者１人につい

て、１０，５４０円とする。 

第７条 第２条第３項の被保険者均等割額は、被保険者１人につい

て、１１，５２０円とする。 

（国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の世

帯別平等割額） 

（国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の世

帯別平等割額） 

第７条の２ 第２条第３項の世帯別平等割額は、次の各号に掲げる世

帯の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 

第７条の２ 第２条第３項の世帯別平等割額は、次の各号に掲げる世

帯の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 

(1) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 ７，５３０円 (1) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 ７，５６０円

(2) 特定世帯 ３，７６０円 (2) 特定世帯 ３，７８０円

(3) 特定継続世帯 ５，６４０円 (3) 特定継続世帯 ５，６７０円

（介護納付金課税被保険者に係る所得割額） （介護納付金課税被保険者に係る所得割額） 

第８条 第２条第４項の所得割額は、介護納付金課税被保険者に係る

基礎控除後の総所得金額等に１００分の２．６０を乗じて算定す

第８条 第２条第４項の所得割額は、介護納付金課税被保険者に係る

基礎控除後の総所得金額等に１００分の２．６２を乗じて算定す
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る。 る。 

（介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額） （介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額） 

第９条 第２条第４項の被保険者均等割額は、介護納付金課税被保険

者１人について１１，９００円とする。 

第９条 第２条第４項の被保険者均等割額は、介護納付金課税被保険

者１人について１２，３６０円とする。 

（介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額） （介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額） 

第９条の２ 第２条第４項の世帯別平等割額は、１世帯について５，

６８０円とする。 

第９条の２ 第２条第４項の世帯別平等割額は、１世帯について６，

０００円とする。 

（国民健康保険税の減額） （国民健康保険税の減額） 

第２２条 次の各号のいずれかに掲げる国民健康保険税の納税義務

者に対して課する国民健康保険税の額は、第２条第２項本文の基礎

課税額からア及びイに掲げる額を減額して得た額（当該減額して得

た額が６５万円を超える場合には６５万円）、同条第３項本文の後

期高齢者支援金等課税額からウ及びエに掲げる額を減額して得た

（当該減額して得た額が２２万円を超える場合には、２２万円）並

びに同条第４項本文の介護納付金課税額からオ及びカに掲げる額

を減額して得た額（当該減額して得た額が１７万円を超える場合に

は、１７万円）の合算額とする。 

第２２条 次の各号のいずれかに掲げる国民健康保険税の納税義務

者に対して課する国民健康保険税の額は、第２条第２項本文の基礎

課税額からア及びイに掲げる額を減額して得た額（当該減額して得

た額が６５万円を超える場合には６５万円）、同条第３項本文の後

期高齢者支援金等課税額からウ及びエに掲げる額を減額して得た

（当該減額して得た額が２２万円を超える場合には、２２万円）並

びに同条第４項本文の介護納付金課税額からオ及びカに掲げる額

を減額して得た額（当該減額して得た額が１７万円を超える場合に

は、１７万円）の合算額とする。 

(1) 法第７０３条の５第１項に規定する総所得金額及び山林所得

金額の合算額が、４３万円（納税義務者並びにその世帯に属する

国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所

得を有する者（前年中に法第７０３条の５第１項に規定する総所

得金額に係る所得税法（昭和４０年法律第３３号）第２８条第１

項に規定する給与所得について同条第３項に規定する給与所得

(1) 法第７０３条の５第１項に規定する総所得金額及び山林所得

金額の合算額が、４３万円（納税義務者並びにその世帯に属する

国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所

得を有する者（前年中に法第７０３条の５第１項に規定する総所

得金額に係る所得税法（昭和４０年法律第３３号）第２８条第１

項に規定する給与所得について同条第３項に規定する給与所得
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控除額の控除を受けた者（同条第１項に規定する給与等の収入金

額が５５万円を超える者に限る。）をいう。以下この号において

同じ。）の数及び公的年金等に係る所得を有する者（前年中に法

第７０３条の５第１項に規定する総所得金額に係る所得税法第

３５条第３項に規定する公的年金等に係る所得について同条第

４項に規定する公的年金等控除額の控除を受けた者（年齢６５歳

未満の者にあっては当該公的年金等の収入金額が６０万円を超

える者に限り、年齢６５歳以上の者にあっては当該公的年金等の

収入金額が１１０万円を超える者に限る。）をいい、給与所得を

有する者を除く。）の数の合計数（以下この条において「給与所

得者等の数」という。）が２以上の場合にあっては、４３万円に

当該給与所得者等の数から１を減じた数に１０万円を乗じて得

た金額を加算した金額）を超えない世帯に係る納税義務者 

控除額の控除を受けた者（同条第１項に規定する給与等の収入金

額が５５万円を超える者に限る。）をいう。以下この号において

同じ。）の数及び公的年金等に係る所得を有する者（前年中に法

第７０３条の５第１項に規定する総所得金額に係る所得税法第

３５条第３項に規定する公的年金等に係る所得について同条第

４項に規定する公的年金等控除額の控除を受けた者（年齢６５歳

未満の者にあっては当該公的年金等の収入金額が６０万円を超

える者に限り、年齢６５歳以上の者にあっては当該公的年金等の

収入金額が１１０万円を超える者に限る。）をいい、給与所得を

有する者を除く。）の数の合計数（以下この条において「給与所

得者等の数」という。）が２以上の場合にあっては、４３万円に

当該給与所得者等の数から１を減じた数に１０万円を乗じて得

た金額を加算した金額）を超えない世帯に係る納税義務者 

ア 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割

額 被保険者（第１条第２項に規定する世帯主を除く。）１人

について １８，４４０円

ア 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割

額 被保険者（第１条第２項に規定する世帯主を除く。）１人

について １９，３２０円

イ 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の世帯別平等割額

次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額

イ 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の世帯別平等割額

次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額

(ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 １３，０５０円 (ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 １３，６９２円

(イ) 特定世帯 ６，５３０円 (イ) 特定世帯 ６，８４６円

(ウ) 特定継続世帯 ９，７９０円 (ウ) 特定継続世帯 １０，２６９円

ウ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の

被保険者均等割額 被保険者（第１条第２項に規定する世帯主

を除く。）１人について ７，３８０円

ウ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の

被保険者均等割額 被保険者（第１条第２項に規定する世帯主

を除く。）１人について ８，０６４円
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エ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の

世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定

める額 

エ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の

世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定

める額 

(ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 ５，２８０円 (ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 ５，２９２円 

(イ) 特定世帯 ２，６４０円 (イ) 特定世帯 ２，６４６円 

(ウ) 特定継続世帯 ３，９５０円 (ウ) 特定継続世帯 ３，９６９円 

オ 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額 介護納付

金課税被保険者（第１条第２項に規定する世帯主を除く。）１

人について ８，３３０円 

オ 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額 介護納付

金課税被保険者（第１条第２項に規定する世帯主を除く。）１

人について ８，６５２円 

カ 介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額 １世帯につ

いて ３，９８０円 

カ 介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額 １世帯につ

いて ４，２００円 

(2) 法第７０３条の５第１項に規定する総所得金額及び山林所得

金額の合算額が、４３万円（納税義務者並びにその世帯に属する

国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所

得者等の数が２以上の場合にあっては、４３万円に当該給与所得

者等の数から１を減じた数に１０万円を乗じて得た金額を加算

した金額）に被保険者及び特定同一世帯所属者１人につき２９万

円を加算した金額を超えない世帯に係る納税義務者（前号に該当

する者を除く。） 

(2) 法第７０３条の５第１項に規定する総所得金額及び山林所得

金額の合算額が、４３万円（納税義務者並びにその世帯に属する

国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所

得者等の数が２以上の場合にあっては、４３万円に当該給与所得

者等の数から１を減じた数に１０万円を乗じて得た金額を加算

した金額）に被保険者及び特定同一世帯所属者１人につき２９万

円を加算した金額を超えない世帯に係る納税義務者（前号に該当

する者を除く。） 

ア 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割

額 被保険者（第１条第２項に規定する世帯主を除く。）１人

について １３，１７０円 

ア 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割

額 被保険者（第１条第２項に規定する世帯主を除く。）１人

について １３，８００円 

イ 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の世帯別平等割額 イ 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の世帯別平等割額
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 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ定める額  次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ定める額 

(ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 ９，３２０円 (ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 ９，７８０円 

(イ) 特定世帯 ４，６６０円 (イ) 特定世帯 ４，８９０円 

(ウ) 特定継続世帯 ６，９９０円 (ウ) 特定継続世帯 ７，３３５円 

ウ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の

被保険者均等割額 被保険者（第１条第２項に規定する世帯主

を除く。）１人について ５，２７０円 

ウ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の

被保険者均等割額 被保険者（第１条第２項に規定する世帯主

を除く。）１人について ５，７６０円 

エ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等金課税額

の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ定

める額 

エ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等金課税額

の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ定

める額 

(ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 ３，７７０円 (ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 ３，７８０円 

(イ) 特定世帯 １，８９０円 (イ) 特定世帯 １，８９０円 

(ウ) 特定継続世帯 ２，８２０円 (ウ) 特定継続世帯 ２，８３５円 

オ 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額 介護納付

金課税被保険者（第１条第２項に規定する世帯主を除く。）１

人について ５，９５０円 

オ 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額 介護納付

金課税被保険者（第１条第２項に規定する世帯主を除く。）１

人について ６，１８０円 

カ 介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額 １世帯につ

いて ２，８４０円 

カ 介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額 １世帯につ

いて ３，０００円 

(3) 法第７０３条の５第１項に規定する総所得金額及び山林所得

金額の合算額が、４３万円（納税義務者並びにその世帯に属する

国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所

得者等の数が２以上の場合にあっては、４３万円に当該給与所得

者等の数から１を減じた数に１０万円を乗じて得た金額を加算

(3) 法第７０３条の５第１項に規定する総所得金額及び山林所得

金額の合算額が、４３万円（納税義務者並びにその世帯に属する

国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所

得者等の数が２以上の場合にあっては、４３万円に当該給与所得

者等の数から１を減じた数に１０万円を乗じて得た金額を加算
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した金額）に被保険者及び特定同一世帯所属者１人につき５３万

５千円を加算した金額を超えない世帯に係る納税義務者（前２号

に該当する者を除く。） 

した金額）に被保険者及び特定同一世帯所属者１人につき５３万

５千円を加算した金額を超えない世帯に係る納税義務者（前２号

に該当する者を除く。） 

ア 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割

額 被保険者（第１条第２項に規定する世帯主を除く。）１人

について ５，２７０円

ア 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割

額 被保険者（第１条第２項に規定する世帯主を除く。）１人

について ５，５２０円

イ 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の世帯別平等割額

次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額

イ 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の世帯別平等割額

次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額

(ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 ３，７３０円 (ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 ３，９１２円

(イ) 特定世帯 １，８７０円 (イ) 特定世帯 １，９５６円

(ウ) 特定継続世帯 ２，８００円 (ウ) 特定継続世帯 ２，９３４円

ウ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の

被保険者均等割額 被保険者（第１条第２項に規定する世帯主

を除く。）１人について ２，１１０円

ウ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の

被保険者均等割額 被保険者（第１条第２項に規定する世帯主

を除く。）１人について ２，３０４円

エ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の

世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定

める額

エ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の

世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定

める額

(ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 １，５１０円 (ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 １，５１２円

(イ) 特定世帯 ７６０円 (イ) 特定世帯 ７５６円

(ウ) 特定継続世帯 １，１３０円 (ウ) 特定継続世帯 １，１３４円

オ 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額 介護納付

金課税被保険者（第１条第２項に規定する世帯主を除く。）１

人について ２，３８０円

オ 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額 介護納付

金課税被保険者（第１条第２項に規定する世帯主を除く。）１

人について ２，４７２円
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カ 介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額 １世帯につ

いて １，１４０円 

カ 介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額 １世帯につ

いて １，２００円 

２ 国民健康保険税の納税義務者の属する世帯内に６歳に達する日

以後の最初の３月３１日以前である被保険者（以下「未就学児」と

いう。）がある場合における当該納税義務者に対して課する被保険

者均等割額（当該納税義務者の世帯に属する未就学児につき算定し

た被保険者均等割額（前項に規定する金額を減額するものとした場

合にあっては、その減額後の被保険者均等割額）に限る。）は、当

該被保険者均等割額から、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ

当該各号に定める額を減額して得た額とする。 

２ 国民健康保険税の納税義務者の属する世帯内に６歳に達する日

以後の最初の３月３１日以前である被保険者（以下「未就学児」と

いう。）がある場合における当該納税義務者に対して課する被保険

者均等割額（当該納税義務者の世帯に属する未就学児につき算定し

た被保険者均等割額（前項に規定する金額を減額するものとした場

合にあっては、その減額後の被保険者均等割額）に限る。）は、当

該被保険者均等割額から、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ

当該各号に定める額を減額して得た額とする。 

(1) 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割

額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ未就学児１人につい

て次に定める額 

(1) 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割

額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ未就学児１人につい

て次に定める額 

ア 前項第１号アに規定する金額を減額した世帯 ３，９５０円 ア 前項第１号アに規定する金額を減額した世帯 ４，１４０円 

イ 前項第２号アに規定する金額を減額した世帯 ６，５９０円 イ 前項第２号アに規定する金額を減額した世帯 ６，９００円 

ウ 前項第３号アに規定する金額を減額した世帯 １０，５４０

円 

ウ 前項第３号アに規定する金額を減額した世帯 １１，０４０

円 

エ アからウまでに掲げる世帯以外の世帯 １３，１７０円 エ アからウまでに掲げる世帯以外の世帯 １３，８００円 

(2) 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の

被保険者均等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ未就

学児１人について次に定める額 

(2) 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の

被保険者均等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ未就

学児１人について次に定める額 

ア 前項第１号ウに規定する金額を減額した世帯 １，５８０円 ア 前項第１号ウに規定する金額を減額した世帯 １，７２８円 

イ 前項第２号ウに規定する金額を減額した世帯 ２，６４０円 イ 前項第２号ウに規定する金額を減額した世帯 ２，８８０円 
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ウ 前項第３号ウに規定する金額を減額した世帯 ４，２２０円 ウ 前項第３号ウに規定する金額を減額した世帯 ４，６０８円 

エ アからウまでに掲げる世帯以外の世帯 ５，２７０円 エ アからウまでに掲げる世帯以外の世帯 ５，７６０円 
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丹波篠山渓谷の森公園の設置及び管理に関する条例新旧対照表 

現行 改正案 

別表（第９条関係） 別表（第９条関係） 

区分 単位 基準金額 備考 

入園料 小

人 

１人１回につ

き 

２００円 １ 「小人」とは、

小学校及び中学校

の児童及び生徒と

する。 

２ 「大人」とは、

上記を除く１５歳

以上の者とする。 

大

人 

１人１回につ

き 

３００円 

キャンプ場 １サイト１

泊につき 

小 ４，６００円 

大 ５，１００円 

コテージ １棟１泊につ

き 

１８，５００

円 

体験室 １時間につき １，０００円 
 

区分 単位 基準金額 備考 

入園料 小

人 

１人１回につ

き 

２５０円 １ 「小人」とは、

小学校及び中学校

の児童及び生徒と

する。 

２ 「大人」とは、

上記を除く１５歳

以上の者とする。 

大

人 

１人１回につ

き 

３５０円 

キャンプ場 １サイト１

泊につき 

小 ５，５００円 

大 ６，０００円 

１サイト１

日につき

（宿泊以外

に使用する

場合） 

小 ２，５００円 

大 ３，０００円 

コテージ １棟１泊につ

き 

２２，０００

円 

体験室 １時間につき １，２００円 
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丹波篠山市公営企業の設置等に関する条例新旧対照表 

現行 改正案 

（議会の同意を要する賠償責任の免除） （議会の同意を要する賠償責任の免除） 

第８条 法第３４条において準用する地方自治法（昭和２２年法律第

６７号）第２４３条の２第８項の規定に基づき、公営企業の業務に

従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければ

ならない場合として条例で定めるものは、当該賠償責任に係る賠償

額が１００万円以上である場合とする。 

第８条 法第３４条において準用する地方自治法（昭和２２年法律第

６７号）第２４３条の２の８第８項の規定に基づき、公営企業の業

務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なけ

ればならない場合として条例で定めるものは、当該賠償責任に係る

賠償額が１００万円以上である場合とする。 
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丹波篠山市水道事業給水条例新旧対照表（第１条関係） 

現行 改正案 

（給水装置の新設等の申込み） （給水装置の新設等の申込み） 

第５条 給水装置を新設、改造、修繕（水道法（昭和３２年法律第１

７７号。以下「法」という。）第１６条の２第３項の厚生労働省令

で定める給水装置の軽微な変更を除く。）又は撤去をしようとする

者は、市長の定めるところにより、あらかじめ市長に申込み、その

承認を受けなければならない。 

第５条 給水装置を新設、改造、修繕（水道法（昭和３２年法律第１

７７号。以下「法」という。）第１６条の２第３項の国土交通省令

で定める給水装置の軽微な変更を除く。）又は撤去をしようとする

者は、市長の定めるところにより、あらかじめ市長に申込み、その

承認を受けなければならない。 

（給水装置の基準違反に対する措置） （給水装置の基準違反に対する措置） 

第３４条（略） 第３４条（略）  

２ 市長は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事

業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水

契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができ

る。ただし、法第１６条の２第３項の厚生労働省令で定める給水装置

の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基

準に適合していることを確認したときは、この限りではない。 

２ 市長は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事

業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水

契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができ

る。ただし、法第１６条の２第３項の国土交通省令で定める給水装置

の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基

準に適合していることを確認したときは、この限りではない。 

（過料） （過料） 

第３７条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、５０，

０００円以下の過料を科することができる。 

第３７条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、５０，

０００円以下の過料を科することができる。 

(1) 第５条の承認を受けないで、給水装置を新設、改造、修繕（法

第１６条の２第３項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な

変更を除く。）又は撤去した者 

(1) 第５条の承認を受けないで、給水装置を新設、改造、修繕（法

第１６条の２第３項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な

変更を除く。）又は撤去した者 

(2) ～(4)（略） (2) ～(4)（略） 
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丹波篠山市水道布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準に関する条例新旧対照表（第２条関係） 

現行 改正案 

（水道技術管理者の資格） （水道技術管理者の資格） 

第４条 法第１９条第３項に規定する条例で定める水道技術管理者が

有すべき資格は、次のとおりとする。 

第４条 法第１９条第３項に規定する条例で定める水道技術管理者が

有すべき資格は、次のとおりとする。 

(1) 前条の規定により水道の布設工事監督者たる資格を有する者 (1) 前条の規定により水道の布設工事監督者たる資格を有する者

(2) 前条第１号、第３号及び第４号に規定する学校において土木工

学以外の工学、理学、農学、医学若しくは薬学に関する学科目又

はこれらに相当する学科目を修めて卒業した後（学校教育法によ

る専門職大学の前期課程にあっては、修了した後）、同条第１号

に規定する学校を卒業した者については４年以上、同条第３号に

規定する学校を卒業した者（同法による専門職大学の前期課程に

あっては、修了した者）については６年以上、同条第４号に規定

する学校を卒業した者については８年以上水道に関する技術上の

実務に従事した経験を有する者 

(2) 前条第１号、第３号及び第４号に規定する学校において土木工

学以外の工学、理学、農学、医学若しくは薬学に関する学科目又

はこれらに相当する学科目を修めて卒業した後（学校教育法によ

る専門職大学の前期課程にあっては、修了した後）、同条第１号

に規定する学校を卒業した者については４年以上、同条第３号に

規定する学校を卒業した者（同法による専門職大学の前期課程に

あっては、修了した者）については６年以上、同条第４号に規定

する学校を卒業した者については８年以上水道に関する技術上の

実務に従事した経験を有する者 

(3) １０年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する

者 

(3) １０年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する

者 

(4) 前条第１号、第３号及び第４号に規定する学校において、工学、

理学、農学、医学及び薬学に関する学科目並びにこれらに相当す

る学科目以外の学科目を修めて卒業した（当該学科目を修めて学

校教育法に基づく専門職大学の前期課程（以下この号において「専

門職大学前期課程」という。）を修了した場合を含む。）後、同

条第１号に規定する学校の卒業者については５年以上、同条第３

(4) 前条第１号、第３号及び第４号に規定する学校において、工学、

理学、農学、医学及び薬学に関する学科目並びにこれらに相当す

る学科目以外の学科目を修めて卒業した（当該学科目を修めて学

校教育法に基づく専門職大学の前期課程（以下この号において「専

門職大学前期課程」という。）を修了した場合を含む。）後、同

条第１号に規定する学校の卒業者については５年以上、同条第３
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号に規定する学校の卒業者（専門職大学前期課程の修了者を含む。

次号において同じ。）については７年以上、同条第４号に規定す

る学校の卒業者については９年以上水道に関する技術上の実務に

従事した経験を有する者 

号に規定する学校の卒業者（専門職大学前期課程の修了者を含む。

次号において同じ。）については７年以上、同条第４号に規定す

る学校の卒業者については９年以上水道に関する技術上の実務に

従事した経験を有する者 

(5) 外国の学校において、第２号に規定する学科目又は前号に規定

する学科目に相当する学科目を、それぞれ当該各号に規定する学

校において修得する程度と同等以上に修得した後それぞれ当該各

号の卒業者ごとに規定する最低経験年数以上水道に関する技術上

の実務に従事した経験を有する者 

(5) 外国の学校において、第２号に規定する学科目又は前号に規定

する学科目に相当する学科目を、それぞれ当該各号に規定する学

校において修得する程度と同等以上に修得した後それぞれ当該各

号の卒業者ごとに規定する最低経験年数以上水道に関する技術上

の実務に従事した経験を有する者 

(6) 厚生労働大臣の登録を受けた者が行う水道の管理に関する講習

の課程を修了した者 

(6) 国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた者が行う水道の管理

に関する講習の課程を修了した者 

２（略） ２（略） 
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丹波篠山市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例新旧対照表 

現行 改正案 

別表（第２条関係） 別表（第２条関係） 

区分 報酬の額 

（略） （略） （略） 

保育園・学校関

係の非常勤の特

別職 

学校医・学

校歯科医 

年額 

基礎額 ２００，０００円（幼稚園にあ

っては１００，０００円、認定こども園

にあっては１７３，０００円） 

園児、児童、生徒１人につき ３００円

（特別支援学校にあっては、５００円） 

保育園嘱託

医・保育園

嘱託歯科医 

年額 

基礎額 ７３，０００円 

園児１人につき ３００円 

学校薬剤師 年額 

基礎額 ３１，０００円 

園児、児童、生徒１人につき ３００円 

幼稚園長 月額 ８，０００円 

幼稚園教頭 〃  ４，０００円 

（略） （略） （略） 

区分 報酬の額 

（略） （略） （略） 

保育園・学校関

係の非常勤の特

別職 

学校医・学

校歯科医 

年額 

基礎額 ２００，０００円（幼稚園にあ

っては１００，０００円、認定こども園

にあっては１７３，０００円） 

園児、児童、生徒１人につき ３００円

（特別支援学校にあっては、５００円） 

保育園嘱託

医・保育園

嘱託歯科医 

年額 

基礎額 ７３，０００円 

園児１人につき ３００円 

学校薬剤師 年額 

基礎額 ３１，０００円 

園児、児童、生徒１人につき ３００円 

幼稚園長 月額 １６，０００円 

幼稚園教頭 〃   ８，０００円 

（略） （略） （略） 
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丹波篠山市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例新旧対照表 

現行 改正案 

（掲示） （掲示等） 

第２３条 特定教育・保育施設は、当該特定教育・保育施設の見やす

い場所に、運営規程の概要、職員の勤務の体制、利用者負担その他

の利用申込者の特定教育・保育施設の選択に資すると認められる重

要事項を掲示しなければならない。 

第２３条 特定教育・保育施設は、当該特定教育・保育施設の見やす

い場所に、運営規程の概要、職員の勤務の体制、利用者負担その他

の利用申込者の特定教育・保育施設の選択に資すると認められる重

要事項を掲示するとともに、電気通信回線に接続して行う自動公衆

送信（公衆によって直接受信されることを目的として公衆からの求

めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当

するものを除く。）により公衆の閲覧に供しなければならない。 

（電磁的記録等） （電磁的記録等） 

第５３条 （略） 第５３条 （略） 

２ 特定教育・保育施設等は、この条例の規定による書面等の交付又

は提出については、当該書面等が電磁的記録により作成されている

場合には、当該書面等の交付又は提出に代えて、第４項で定めると

ころにより、教育・保育給付認定保護者の承諾を得て、当該書面等

に記載すべき事項（以下この条において「記載事項」という。）を

電子情報処理組織（特定教育・保育施設等の使用に係る電子計算機

と、教育・保育給付認定保護者の使用に係る電子計算機とを電気通

信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下この条において同

じ。）を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であ

って次に掲げるもの（以下この条において「電磁的方法」という。）

により提供することができる。この場合において、当該特定教育・

２ 特定教育・保育施設等は、この条例の規定による書面等の交付又

は提出については、当該書面等が電磁的記録により作成されている

場合には、当該書面等の交付又は提出に代えて、第４項で定めると

ころにより、教育・保育給付認定保護者の承諾を得て、当該書面等

に記載すべき事項（以下この条において「記載事項」という。）を

電子情報処理組織（特定教育・保育施設等の使用に係る電子計算機

と、教育・保育給付認定保護者の使用に係る電子計算機とを電気通

信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下この条において同

じ。）を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であ

って次に掲げるもの（以下この条において「電磁的方法」という。）

により提供することができる。この場合において、当該特定教育・
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保育施設等は、当該書面等を交付又は提出したものとみなす。 保育施設等は、当該書面等を交付又は提出したものとみなす。 

(1) （略） (1) （略）

(2) 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法

により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもっ

て調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法 

(2) 電磁的記録媒体（電磁的記録に係る記録媒体をいう。）をもっ

て調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法 

３～６ （略） ３～６ （略） 
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兵庫県市町村職員退職手当組合規約新旧対照表 

現行 改正案 

（監査委員） （監査委員） 

第１１条 組合に、監査委員２人を置く。 

２ （略） 

３ 監査委員の任期は、議員のうちから選任された者にあつては議員

の任期によるものとし識見を有する者のうちから選任された者にあ

つては３年とする。 

第１１条 組合に、監査委員２人を置く。 

２ （略） 

３ 監査委員の任期は、議員のうちから選任された者にあつては議員

の任期によるものとし識見を有する者のうちから選任された者に

あつては４年とする。 

別表第１号表  別表第１号表 

洲本市、豊岡市、西脇市、宝塚市、三木市、高砂市、川西市、小野

市、三田市、加西市、丹波篠山市、養父市、丹波市、南あわじ市、

朝来市、淡路市、宍粟市、加東市、たつの市 

兵庫県市町村職員退職手当組合、北播衛生事務組合、揖龍保健衛生

施設事務組合、市川町外三ケ市町共有財産事務組合、北播磨こども

発達支援センター事務組合わかあゆ園、加古郡衛生事務組合、淡路

広域消防事務組合、南但広域行政事務組合、播磨内陸医務事業組合、

中播衛生施設事務組合、淡路広域行政事務組合、兵庫県町議会議員

公務災害補償組合、丹波少年自然の家事務組合、西脇多可行政事務

組合、姫路福崎斎苑施設事務組合、美方郡広域事務組合、小野加東

加西環境施設事務組合、くれさか環境事務組合、北但行政事務組合、

小野加東広域事務組合、淡路広域水道企業団、播磨高原広域事務組

合、中播北部行政事務組合、洲本市・南あわじ市衛生事務組合、北

はりま消防組合、西はりま消防組合 

洲本市、豊岡市、西脇市、宝塚市、三木市、高砂市、川西市、小野

市、三田市、加西市、丹波篠山市、養父市、丹波市、南あわじ市、

朝来市、淡路市、宍粟市、加東市、たつの市 

兵庫県市町村職員退職手当組合、北播衛生事務組合、揖龍保健衛生

施設事務組合、市川町外三ケ市町共有財産事務組合、北播磨こども

発達支援センター事務組合わかあゆ園、加古郡衛生事務組合、淡路

広域消防事務組合、南但広域行政事務組合、播磨内陸医務事業組合、

中播衛生施設事務組合、淡路広域行政事務組合、兵庫県町議会議員

公務災害補償組合、西脇多可行政事務組合、姫路福崎斎苑施設事務

組合、美方郡広域事務組合、小野加東加西環境施設事務組合、くれ

さか環境事務組合、北但行政事務組合、小野加東広域事務組合、淡

路広域水道企業団、播磨高原広域事務組合、中播北部行政事務組合、

洲本市・南あわじ市衛生事務組合、北はりま消防組合、西はりま消

防組合 
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